
第24期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

会社の体制及び方針に関する事項
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

（2021年４月１日から2022年２月28日まで）

株式会社コパ・コーポレーション

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（https://www.copa.co.jp/ir/stock/meeting.html)に掲載すること
により、株主の皆様に提供しております。
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会社の体制及び方針に関する事項
【業務の適正を確保するための体制】

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について
取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、コンプライアンス体制の整備及びコンプライ

アンスの実践を図るため、コンプライアンス規程を定める。
（２）部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令

遵守体制の整備及び推進に努める。
（３）法令・定款の違反行為を予防・早期発見するため、当社の事業に従事する者からの内部通

報制度を設ける。
（４）役員及び使用人に対して、コンプライアンスに係る継続的な教育・研修を行う。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）文書等の保存に関する規程を定め、同規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を含む

文書等は経営判断等に用いた関連資料とともに保存する。
（２）取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適

時閲覧可能な状態を維持する。
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）業務の遂行を阻害する各種のリスクについては、それぞれの主管部署及びリスク管理に関

する規程を定める。
（２）事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、

しかるべき予防措置をとる。
（３）リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るため

の継続的な教育・研修を実施する。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規

程を定めるとともに、取締役会を原則として月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時
に開催する。

（２）中期経営計画を策定し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異
分析を通じて業績目標の達成を図る。

（３）経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの担
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当者を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。
５．監査役及びその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示
の実効性の確保に関する事項等

（１）監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役と協
議して配置することとする。

（２）監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従い、その
評価は監査役と協議して行う。

６．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
（１）監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、

内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。
（２）取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害

を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに当社の定める担当部署に報告する。
当該担当部署は、報告を受けた事項について速やかに当社の監査役に報告する。

（３）監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、その旨を周知徹底する。

７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役

会その他の重要な会議に出席できる。また、当社は、監査役から要求のあった文書等は、
随時提供する。

（２）監査役の職務の執行について生ずる費用及び債務については、原則、当社が負担するもの
とし、監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、当社は請求に
従って支払いを行う。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に
基づき以下の具体的な取り組みを行っております。
・主な会議の開催状況として、取締役会は13回開催され、取締役会の職務執行の適法性を
確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しな
い社外取締役がすべてに出席いたしました。その他、監査役会は13回、営業会議及び管
理会議は12回、リスク管理会議は12回開催いたしました。なお、会社法第370条及び当
社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回あり
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ました。
・監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、代表取締役及
び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会及び三様監査を実施し、情報
交換等の連携を図っております。
・内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び内部統制監査を
実施いたしました。

【剰余金の配当等の決定に関する方針】
当社は、現在引き続き成長過程にあると認識しており、現時点においては事業の効率化と事
業拡大のための投資を積極的に行っていくことが株主に対する最大の利益還元につながると
考えており、今後の配当実施の可能性及び時期については未定であります。しかしながら、
株主の皆様に対する利益還元が経営の重要課題と位置づけており、将来的には、業績や財政
状態、事業の整備状況等を総合的に勘案しながら利益還元を行うことを検討していく方針で
あります。
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株主資本等変動計算書
2021
2022

年
年
４
２
月
月
１
28
日から
日まで

(単位：千円)
株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 401,160 389,160 389,160 2,012,432 2,012,432 △252 2,802,499 2,802,499
会計方針の変更に
よる累積的影響額 344 344 344 344

会計方針の変更を反
映した当期首残高 401,160 389,160 389,160 2,012,777 2,012,777 △252 2,802,844 2,802,844

当期変動額

当期純利益 89,865 89,865 89,865 89,865

当期変動額合計 － － － 89,865 89,865 － 89,865 89,865

当期末残高 401,160 389,160 389,160 2,102,642 2,102,642 △252 2,892,709 2,892,709
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並

びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10～15年
車両運搬具 ２～６年
工具、器具及び備品 ４～８年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
商標権 10年
ソフトウエア ５年

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。
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（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し

ております。

③ ポイント引当金
顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、将来使用されると見込まれるポイント
に対して見積額を計上しておりましたが、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年
３月31日）等の適用に伴い、当事業年度より計上しておりません。

④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす
る方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社は、以下の５つのステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する
当社は主に日用品の販売を行っており、このような商品販売については、商品の引き渡し時点において顧

客が当該商品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該商品の引き渡
し時点で収益を認識しております。ただし、商品の国内の販売については、出荷時から当該商品の支配が顧
客に移転されるときまでの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。
また、当社が付与したポイントのうち、顧客が使用していないポイントを履行義務が充足されていない収

益として契約負債を計上し、顧客が使用した時点において履行義務が充足されたと判断し、収益を認識して
おります。
なお、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引きを控除した金額で測定しております。
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（6）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（7）決算日の変更に関する事項
当社は、事業の繁忙期と決算期の重複を避けることで事業運営の効率化を図ることを目的として、事業年
度を３月１日から翌年２月末日までに変更いたしました。
これに伴い、決算期変更の経過期間となる当事業年度は2021年４月１日から2022年２月28日までの11

か月決算となっております。

２．会計方針の変更に関する注記
（1）収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日改
正）を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。

① 物品販売に係る収益認識
「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売
において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出
荷時に収益を認識しております。

② ポイント制度に係る収益認識
売上時に付与したポイントについては、従来は未利用分をポイント引当金として計上しておりました
が、付与したポイントは顧客に対する履行義務と認識し、契約負債を計上し、顧客がポイントを値引とし
て使用した時に売上高に振り替えております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響も
軽微であります。
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（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影
響はありません。
また、「８．金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の

注記を行うことといたしました。

３．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 15,049千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異の解消により、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると認められ
る範囲を回収可能性があると判断し計上しております。具体的には、将来の一時差異解消スケジュール、タ
ックスプランニング及び収益力に基づく課税所得の見積り等に基づいて判断しております。これらは主に事
業計画を基礎として見積っておりますが、当事業計画に含まれる将来の収益及び費用は「４．追加情報 新
型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて」に記載した一定の仮定に基づき予測してお
り、不確実性を伴っております。そのため、実際の経済環境や損益の状況が一定の仮定と大きく乖離した場
合には、翌事業年度の繰延税金資産の回収可能性に重要な影響を及ぼす可能性があります。

４．追加情報
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルスの感染拡大により、これまでに緊急事態宣言が複数回発出され、当社においてはデモ

カウ及び一部取引先店舗の休業・営業時間短縮や各種イベントの中止等による影響が発生いたしました。新
たな変異株の出現等により、デモカウ及び一部取引先店舗の休業・営業時間短縮や各種イベントの中止等に
よる影響は当面継続するものと思われますが、当社では、これらの影響が少なくとも2023年２月期末まで
は及ぶものと想定して繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを実施しております。

５．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 36,345千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度
期末株式数
（株）

普通株式 2,963,000 － － 2,963,000

（2）自己株式の数に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度
期末株式数
（株）

普通株式 45 － － 45

（3）剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

（4）新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 11,892 千円
退職給付引当金 5,148 〃
貸倒引当金 213 〃
棚卸資産評価損 541 〃
減価償却超過額 38 〃
未払費用 1,820 〃
契約負債 1,235 〃
資産除去債務 2,984 〃
繰延税金資産小計 23,874 千円
評価性引当額 △4,386 〃
繰延税金資産合計 19,488 千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △1,148千円
未収事業税 △3,290 〃
繰延税金負債合計 △4,439千円
繰延税金資産純額 15,049千円

８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社は資金計画に基づき必要な資金は銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い
金融資産で運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である電子記録債権、受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんど１か月以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金として
調達しております。
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③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、社内規程に従い、営業債権について、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財
務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、営業債務や借入金について、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2022年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

(単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額

① リース債務 32 32 △0

② 長期未払金 357 347 △9

負債計 389 380 △9

「現金及び預金」、「電子記録債権」、「受取手形」、「売掛金」、「未収入金」、「未収還付法人税等」、「未収消
費税等」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「預り金」については、現金であるこ
と及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

① リース債務 － 32 － 32

② 長期未払金 － 347 － 347

負債計 － 380 － 380

（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
リース債務及び長期未払金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割
引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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９．収益認識に関する注記
（1）収益の分解情報

(単位：千円)

販売チャネル 当事業年度

TV通販 1,799,495

ベンダー販売 867,583

インターネット通販 988,576

セールスプロモーション 127,518

デモカウ 82,303

その他 117

合計 3,865,594

（2）収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 （5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
あります。なお、物品の販売契約における対価は、物品に対する支配が顧客に移転した時点から主として３
か月以内に回収しております。

（3）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約負債の残高等
契約負債は、当社が付与したポイントのうち期末時点において未行使分によるものです。当期に認識し

た収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは245千円です。
また、契約負債の増加額は当社が付与したポイントのうち期末時点において未行使分によるものです。

② 残存履行義務に配分した取引価格
2022年２月28日現在、当社が付与したポイントに係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は

4,033千円であります。当社は、当該残存履行義務について、ポイントが使用されるにつれて収益を認識
することを見込んでおりますが、当社が付与したポイントは有効期限を定めていないため、特定の時期や
期間に収益を認識すると見込むことができておりません。

10．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。
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11．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 976円29銭
１株当たり当期純利益 30円33銭

12．その他の注記
該当事項はありません。
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